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平成２９年１月１５日現在（速報値）の平成２８年東京都内の食中毒発生状況は、事件数135

件、患者数2,159名です。（昨年同期は、事件数１４９件、患者数2,258名でした。） 

 

≪病因物質別発生件数≫ 

 

累計(1/１５まで) 

件数 患者数 

ウイルス ノロウイルス 51 925 

細菌 

カンピロバクター 33 767 

黄色ブドウ球菌 3 26 

腸炎ビブリオ 4 77 

ウエルシュ菌 4 148 

サルモネラ 2 54 

腸管出血性大腸菌 4 46※ 

毒素原性大腸菌 1 34 

カンピロバクター及び

サルモネラ 
3 27 

寄生虫 アニサキス 21 21 

化学物質 ヒスタミン 4 26 

自然毒 
植物性自然毒 ２ 2 

動物性自然毒 2 4 

不明 1 2 

合計 135 2,159※ 

 

 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 

件数 9 14 16 14 6 10 12 14 7 8 10 15 135 

患者数 200 126 13６ 851 24 171 60 169※ 42 74 101 205 2,159 

平成２８年東京都内食中毒発生

状況は、前年に比べると事件数・患

者数共に低い値で推移しています。 

 しかし、昨年秋ごろから全国各地

でノロウイルスが猛威を振るって

います。今シーズンは、遺伝子が変

化したタイプ（変異型）のノロウイ

ルスも見つかっており、過去に感染

して免疫を持っている人でも、再び

感染する恐れがあります。また、一

部の海域で取れたカキからノロウ

イルスが検出され、出荷を休止する

事例も発生しています。ノロウイル

ス予防のために引き続き手洗いを

徹底し、食品は充分加熱してから提

供しましょう。 

平成２８年のノロウイルス食中

毒発生状況については２ページ目

をご覧ください。 
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ノロウイルスやカンピロバクター、サルモネラなど、お馴染みの食中毒病因物質以外にも、

珍しい食中毒事例が報告されることがあります。今回は、平成28年に発生した珍しい食中毒

事例や有症事例を３つ紹介します。 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

①35年ぶりに発生！クマ肉による食中毒 

11～12月にかけて、茨城県の飲食店で提供されたクマ肉のローストを食べた客と経営

者ら15人が、発熱などの症状を訴え、食中毒と断定される事例が発生しました。原因は旋

毛虫という寄生虫で、クマ肉が加熱不充分だったために、感染したと考えられています。 

②国内で７例目！「エシェリキア・アルベルティイ」 

５月に沖縄県の観光施設で食事をした高校生ら２１７人が、下痢や腹痛などの症状を訴

え、集団食中毒と断定されました。原因は腸内細菌科「エシェリキア・アルベルティイ」

で、平成15年に正式に発表された新しい菌種です。まだ解明されていないことが多く、今

後、新たなリスクとして注意していく必要があります。 

【旋毛虫（せんもうちゅう）とは】クマやブタなどに寄生する寄生虫で、下痢や発熱、場合によって

は心不全などを引き起こします。食肉を充分加熱することにより食中毒を防ぐことができます。 

③新種の寄生虫！「クドア・ヘキサプンクタータ」 

 ６～７月にかけて新潟県でメジマグロの刺身や寿司を食べた１１人が下痢やおう吐など

の症状を訴えました。患者の便を検査したところ、「クドア・ヘキサプンクタータ」が確認

されました。これは、平成26年に発表された、クロマグロ（特に若魚のメジマグロ）を宿

主とする寄生虫ですが、どれだけの量を食べたら発症するかなど、不明な点も多く、現在、

食中毒の病因物質に指定されていません。本件は喫食されたメジマグロのクドア・ヘキサプ

ンクタータ胞子数や喫食量も不明であったため、原因不明有症事例として判断されました。 

※ヒラメに寄生する「クドア・セプテンプンクタータ」は食中毒の病因物質に指定されています。 

 

昨年の東京都内ノロウイルス食中毒

発生状況は左のグラフのとおりです。例

年同様、冬頃に多数発生しました。 

今シーズンは、過去最大級だった平成

１８年以来の流行と言われるほど感染

性胃腸炎の患者数が多く報告されてい

るため、特に注意が必要です。丁寧な手

洗いの徹底や食品の充分な加熱を行う

など食中毒の予防を心がけましょう。 
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            食品衛生推進員 倉内 皓子  
江戸川区内の食に関する事業者さんと見識あふれる消費者代表の方々と食の安全・安心を

学ばせていただいた２年間でした。 

食品衛生推進員の研修会では最先端の野菜工場の見学、衛生管理の手法であるＨＡＣＣＰ

を導入した工場の見学など高度な管理と厳しい自主管理の中で安全・安心が確保されている

ことを目の当たりにしました。 

その一方、このような厳しい取り組みは中小の事業者の方には負担が大きく、消費者へも

コスト面などで影響が出そうだとも感じました。 

家庭においてはブランド食材などではなく、普段の美味しい食材から食事が生み出される

ことが大切だと思っております。食事は健やかな日々を送るために非常に大事な事です。食

に対してはグルメである必要は無く、自分たちの食に関心を持ちながら普段の食生活を整え

ていくことが必要だと思います。そのためには食事を作る中で、食材の選択から衛生的な調

理、食後の片づけまでを含め、一人一人が自分たちの食事を考えながら作る事が出来るよう

になることが重要だと思います。 

私は食品衛生推進員の活動を行いながら、えどがわエコセンターの区民向けエコ料理教室

も主宰しています。地場産の食材を使い、旬にこだわり、簡単で美味しくお財布にも環境に

もやさしい料理をコンセプトに行っています。火を段取り良く使い回したり、食材を無駄に

しないよう使い切りや捨てる部分を少なくしたり、洗い物を最小限にするようなレシピを開

発しながら料理を作って試食をしています。健康面でも昆布と煮干しで出汁を取るなど減塩

を心がけています。参加者の方は健康に関心のある方が多くいらっしゃいますが、試食のメ

ニューは毎回「おいしい」と好評です。 

このエコ料理教室では食品衛生推進員の紹介と併せて皆様が今読まれている、この食品衛

生情報を配布し、食品衛生に関する啓発も行っております。 

これからも食品衛生推進員として得た知識も併せ、おいしく安全・安心な食事を広めてい

くために様々な機会を得ながら事業者の皆様、食品衛生に係る区の職員の方々と協力し、活

動を拡げていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

江戸川区食品衛生協会のホームページをご活用ください 

ホームページアドレス   http://edoshoku.org/index.html 

 平成２６年に開設された江戸川

区食品衛生協会のホームページが、

昨年リニューアルされ、より見やす

くなりました。 

 協会からのお知らせ以外にも江

戸川保健所や東京都、厚生労働省か

らの最新情報が一目でわかり、大変

便利です。ぜひご活用ください。 

▲江戸川区食品衛生ホームページのトップページ 

http://edoshoku.org/index.html
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江戸川保健所生活衛生課 食品衛生担当 
連絡先 ３６５８－３１７７  内線３４～４０ 
江戸川区食品衛生協会 （銀座総合事務所） 
連絡先 ３５４２－０１６１ 

 

注意：これらの講習会は、食品衛生責任者の資格が取得できる講習会ではありません！ 

※２月１０日（金）までに、江戸川保健所 食品衛生担当宛てにお電話でお申し込み下さい。 

申込先：０３－３６５８－３１７７（内線３４～４０）  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日付 開始時刻 対象 

２９年３月 １日（水） １４時 許可期限が平成２９年３月末で満了の方 

２９年３月 ２日（木） １４時 許可期限が平成２9年４月末で満了の方 

日付 開始時刻 場所 

２９年２月２3日（木） １４時 東部区民館 ２階集会室けやき・まつ 

２９年３月 ９日（木） １４時 総合文化センター ２階会議室 

２９年３月１６日（木） １４時 小岩アーバンプラザ ２階集会室 

日付 開始時刻 場所 

２９年２月２２日（水） １４時 総合文化センター ３階研修室 

≪許可更新の方の講習会≫  場所：小岩アーバンプラザ ２階集会室 
（営業許可の更新を迎える方には、別途ハガキでご連絡いたします。） 

日程が決定している食品衛生講習会のみを掲載しています。 

少なくとも年に１回は講習会を受け、新しい知識を取り入れるようにしましょう。 

衛生意識を高めることは、お店の衛生管理の向上に役立ち、食品の事故防止につながります。 

食品衛生協会に未加入のお店に、組合加入を勧めましょう！ 
江戸川区食品衛生協会についての最新情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。 

江戸川区食品衛生協会 

≪食品表示講習会≫ 事前予約制※です。 

≪実務講習会≫ 事前予約は不要です。 

（３月９日は新規施設の営業者の方が対象です。それ以外はすべての営業者の方が対象です。） 

「食べきり推進店」へのご参加ありがとうございます。区ホームページでの紹介が始ま

りました。ぜひご覧ください。引き続き皆さんのご参加お待ちしています。 

（問い合わせ）5662-1689 江戸川区環境部清掃課ごみ減量係 

江戸川区 食べきり推進運動 


